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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のデータ生成拠点それぞれにあるデータ生成装置から，データ活用拠点にあるデータ
活用装置に，ネットワークを介してデータを収集するデータ収集システムであって，
少なくとも，前記ネットワークの各データ生成拠点側に存在して，前記データ生成装置で
生成されたデータをデータ活用拠点側に転送する複数の送信側伝送制御装置と，前記デー
タ活用拠点側に存在し，転送されてくるデータをデータ活用に供するために集約し転送す
る受信側伝送制御装置とを備え，
前記送信側伝送制御装置は，
前記受信側伝送制御装置から伝送許容データ量の通知を受信して，通知された前記伝送許
容データ量を保持し，前記伝送許容データ量の範囲内の伝送データ量となるように前記デ
ータ生成装置から伝送されるデータ量を調整し，
前記受信側伝送制御装置は，
前記複数の送信側伝送制御装置のそれぞれの前記伝送許容データ量を保持し，前記伝送許
容データ量の変更要求が発生した際に，前記データ活用拠点内のデータ処理負荷の範囲内
で，前記送信側伝送制御装置毎の前記伝送許容データ量を再割当てし，再割当てした前記
伝送許容データ量を対応する前記送信側伝送制御装置へ通知する，
ことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項２】
請求項１に記載のデータ収集システムであって、
前記伝送許容データ量の前記変更要求は、前記データ活用拠点内に存在する任意の装置か
らの、複数の前記送信側伝送制御装置の少なくとも一つの前記伝送許容データ量の変更要
求である、
ことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項３】
請求項１に記載のデータ収集システムであって、
前記伝送許容データ量の前記変更要求は、
前記データ生成拠点内に存在する任意の装置からの前記伝送データ量の変更要求を受信し
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て，前記送信側伝送制御装置が前記受信側伝送制御装置に送信する前記伝送許容データ量
の変更要求である、
ことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項４】
請求項１に記載のデータ収集システムであって、
前記伝送許容データ量の前記変更要求は、
前記データ活用拠点内に存在する任意の装置からの、複数の前記送信側伝送制御装置の少
なくとも一つの前記伝送許容データ量の変更要求、あるいは、前記データ生成拠点内に存
在する任意の装置からの前記伝送データ量の変更要求を受信して，前記送信側伝送制御装
置が前記受信側伝送制御装置に送信する前記伝送許容データ量の変更要求である、
ことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項５】
請求項１に記載のデータ収集システムであって，
前記送信側伝送制御装置は，保持した前記伝送許容データ量の範囲内の伝送データ量にな
るように前記データ生成装置から転送されるデータの一部を転送し，一部を破棄するよう
制御する，
ことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項６】
請求項１に記載のデータ収集システムであって，
前記データ生成装置は画像を撮影するカメラ装置であり，
前記送信側伝送制御装置は，保持した前記伝送許容データ量の範囲内の伝送データ量にな
るように前記カメラ装置から転送されてくる画像データの一部を転送し，一部を破棄する
よう制御する，
ことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項７】
請求項１に記載のデータ収集システムであって，
前記データ生成装置は画像を撮影するカメラ装置であり，
前記送信側伝送制御装置は，保持した前記伝送許容データ量の範囲内の伝送データ量にな
るように前記カメラ装置から転送されてくる画像データの解像度を変換する，
ことを特徴とするデータ収集システム。
【請求項８】
複数のデータ生成拠点のデータ生成装置から対応する複数の送信側伝送制御装置を介して
データを受信するデータ活用拠点における受信側伝送制御装置であって、
処理部と記憶部とを有し、
前記記憶部は、複数の前記送信側伝送制御装置のそれぞれに設定した伝送許容データ量を
保持し，
前記処理部は、前記伝送許容データ量の変更要求が発生した際に，前記データ活用拠点内
のデータ処理負荷の範囲内で，前記送信側伝送制御装置毎の前記伝送許容データ量を再割
当てし，再割当てした前記伝送許容データ量を対応する前記送信側伝送制御装置へ通知す
るよう制御する，
ことを特徴とする受信側伝送制御装置。
【請求項９】
請求項８に記載の受信側伝送制御装置であって、
前記伝送許容データ量の前記変更要求は、前記データ活用拠点内に存在する任意の装置か
らの、複数の前記送信側伝送制御装置の少なくとも一つの前記伝送許容データ量の変更要
求である、
ことを特徴とする受信側伝送制御装置。
【請求項１０】
データ生成拠点にある複数のデータ生成装置で生成されたデータをデータ活用拠点にある
データ活用装置に転送する送信側伝送制御装置であって、
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処理部と記憶部とを有し、
前記記憶部は、前記活用拠点側から通知された当該送信側伝送制御装置の伝送許容データ
量を保持し、
前記処理部は、保持した前記伝送許容データ量の範囲内の伝送データ量となるよう、前記
データ生成装置から伝送されるデータ量を調整し，且つ、前記データ生成装置から前記伝
送データ量の変更要求があった場合、前記活用拠点側に前記伝送許容データ量の変更要求
を送信する、
ことを特徴とする送信側伝送制御装置。
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